
楚洲へき地保育所・くにがみこども園を利用する子どもたち

●3才児クラス～5才児クラス（2号認定）

これまで 10月1日から

利用料 利用料(無償）

副食費 副食費（※２）

主食費 主食費（※２）

●3才児クラス～5才児クラス（１号認定）

これまで 10月1日から

利用料(無償） 利用料(無償）

給食費 副食費（※２）

主食費（※２）

※１　第３子とは、中学校3年生から数えて第３子以降の子。

※２　主食費（米や麺類・パン）　副食費（おかずやおやつ）

●0才～2才までの子（3号認定）

10月1日から住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化になります。

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

問い合わせ先：国頭村教育委員会　　 ℡　４１－２２５５ 担当　大城

利用料の部分が無償化になります

副食費は年収360万円未満相当世帯

の子と全世帯第3子（※１）以降の

子は免除になります

主食費と副食費が実費負担となりま

す

利用料はいままで通り無償です

副食費は年収360万円未満相当世帯

の子と全世帯第3子（※１）以降の

子は免除になります

主食費と副食費が実費負担となりま

す

幼児教育・保育の無償化について（10月1日から）


